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平成３０年４月２５日 通知  

令和５年４月１日  一部改正 

 

契  約  課  

 

 

総合評価方式一般競争入札における低入札価格調査制度の実施について 

 

 平成３０年４月１日付でお知らせしましたとおり，建設工事の一般競争入札のうち，総合評価方式で行

うものについては，平成３０年度から次のとおり低入札価格調査制度を適用して落札者を決定します。 

 なお，この制度に係る事務取扱いについては，呉市契約課ホームページ（以下「ホームページ」といい

ます。）に掲載している，呉市低入札価格調査制度事務取扱要領（以下「要領」といいます。）を参照し

てください。 

 

１ 低入札価格調査制度とは                               

  呉市の総合評価方式で行う一般競争入札における低入札価格調査制度とは，開札時に調査基準価格と

失格基準価格を決定し，総合評価において最も評価値の高い者となった入札者の入札金額が，調査基準

価格未満，かつ失格基準価格以上である場合に低入札価格調査を行い，その者により当該契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると認めるとき，またはその者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは，その者を落札者としない

制度です。 

 

２ 最低制限価格制度との違い                              

  最低制限価格制度では，開札時に決定する最低制限価格未満の価格で入札した者を「失格」としてい

ますが，低入札価格調査制度では，最も評価値の高い者となった入札者の入札金額が調査基準価格未満，

かつ失格基準価格以上である場合は「低入札価格調査」の対象となり，調査を行ったうえで落札者（落

札候補者）を決定します。 

  なお，低入札価格調査制度において，失格基準価格未満の価格で入札した者については，入札者の評

価を行わず「失格」となります。 
 
【「最低制限価格制度」と「低入札価格調査制度」の比較（イメージ）】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 低入札価格調査制度の対象                              

  総合評価方式で行う建設工事の一般競争入札を対象とします。 

入札金額

最低制限価格 調査基準価格

失　格
失格基準価格

失　格（低）

最低制限価格制度 低入札価格調査制度

（高） 予定価格 予定価格

低入札価格調査の対象
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  総合評価方式で行わない建設工事の一般競争入札及び建設コンサルタント等業務の競争入札について

は，従前どおり，最低制限価格制度の適用により落札者を決定します。 

４ 調査基準価格について                                

（１）調査基準価格について 

  調査基準価格は，契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて，又は，契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であるかどうかにつ

いて，調査を行う必要を認める基準となる価格として定めるものです。 

  調査基準価格は次の算式により決定します。 
 
  調査基準価格＝調査基準価格基礎額（Ａ）×ランダム係数（Ｂ） 
 
  なお，調査基準価格は，この入札に係る予定価格の１００分の８０以上とし，上記の算式により求め

られた数値が予定価格の１００分の８０を下回る場合は１００分の８０とします。 

 

（２）調査基準価格基礎額（Ａ）について 

  調査基準価格基礎額（Ａ）は，工事の種類ごとに算出し，１０，０００円未満を切り捨てた額としま

す。 

  なお，工事の種類ごとの算式は最低制限価格と同じものです。 

 

（３）ランダム係数（Ｂ）について 

  ランダム係数（Ｂ）は，最低制限価格におけるランダム係数の算出方法と同様に，乱数を使用して 

１．００００から１．００５０までの範囲内で算出します。 

 

５ 失格基準価格について                                

（１）失格基準価格について 

  失格基準価格は，当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断する基準となる額で

す。 

  入札金額が失格基準価格に満たないときは，その入札を行った者は落札者（落札候補者）としません

（評価を行わず「失格」とします。）。 

  失格基準価格は，予定価格に応じた次の算式により決定します。 
 
  失格基準価格＝失格基準価格基礎額（Ｃ）×ランダム係数（Ｂ） 

 

（２）失格基準価格基礎額（Ｃ）について 

  失格基準価格基礎額（Ｃ）は次の算式により算出し，１０，０００円未満を切り捨てた額とします。 
 
  失格基準価格基礎額（Ｃ）＝ 直接工事費×ａ＋共通仮設費×ｂ＋現場管理費×ｃ＋一般管理費×ｄ 
 
  上記算式における係数ａ，ｂ，ｃ及びｄは，予定価格の区分に応じ，呉市低入札価格調査制度事務取

扱要領の別記１に掲げるとおりとします。 

 

（３）ランダム係数（Ｂ）について 

  ランダム係数（Ｂ）は，入札の案件ごとに調査基準価格を求める際に算出したランダム係数（Ｂ）と

同じ係数を用います。 
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６ 低入札価格調査の方法                                

 総合評価方式における低入札価格調査は次のとおり実施します。 

 なお，本文は事後審査方式を基準としています。事前審査方式で行う入札については, 文中の「第一落

札候補者」を「落札者」と読み替えてください。また，事前審査方式の場合は⑩の事後審査は行いません。 

 

  ① 開札後，総合評価一般競争入札における評価を行い，最も評価値の高い者となった入札者を選定し

ます。 

  ② ①の評価の結果，最も評価値の高い者となった入札者の入札金額が，調査基準価格未満，かつ失格

基準価格以上である場合は，その者を調査対象者として，低入札価格調査を実施します。 

  ③ 呉市契約課から調査対象者となった者に対して，低入札価格調査にかかる資料（以下「調査資料」

といいます。）の提出を電話により依頼します。 

  ④ 調査対象者は，ホームページから必要な様式をダウンロードし，調査資料を作成します。 

   提出する調査資料の様式，記入方法及び提出方法については，要領を参考にしてください。 

  ⑤ 調査資料は，原則，提出を求めた日の翌日の１６時までに呉市契約課へ提出してください。 

   なお，指定した日時までに調査資料の提出がない場合は，調査対象者の入札を「無効」とし，理由

書の提出を求めます。 

  ⑥ 工事担当課は，提出された調査資料を基に調査を行います。 

   なお，調査に必要な場合は，調査対象者に対してヒアリングを行うほか，追加資料の提出等を求め

ることがあります。 

   なお，調査対象者がヒアリングに協力的でない場合，または追加資料の提出を求めた場合において

指定した日時までに提出がない場合は，調査対象者の入札を「無効」とします。 

  ⑦ 低入札価格調査を辞退する場合は，低入札価格調査辞退届を提出してください。 

   なお，低入札価格調査を辞退した場合は，調査対象者の入札を「無効」とします。 

  ⑧ 調査の結果を受けて開催する呉市公正入札調査委員会において審議の結果，契約の内容に適合した

履行が確保され，かつ，契約を締結しても公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認めら

れるときは，調査対象者を第一落札候補者とします。 

   なお，調査又は審議の結果，契約の内容に適合した履行が確保できないと認められる場合，または

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるときは，調査対

象者の入札を「無効」とします。 

  ⑨ ⑤から⑧において調査対象者の入札を「無効」とした場合は，調査対象者の次に評価値が高い入札

者（以下「次順位者」といいます。）を第一落札候補者とします。 

   ただし，次順位者の入札金額が，調査基準価格未満，かつ失格基準価格以上である場合は，次順位

者を調査対象者として③から⑧までを準用して調査を行い，以下，第一落札候補者が決定するまで同

様の調査を行います。 

  ⑩ 第一落札候補者が決定された後，その者を対象として入札参加資格要件についての事後審査を行い，

落札者を決定します。 

 

７ 調査対象者と契約する場合の措置                           

 調査対象者と契約する場合には, 次に掲げる措置を講じます。 

  ① 契約不適合責任期間について，工事目的物の引渡しを受けた日から通常２年のところを４年（設備

機器本体等の場合にあっては通常１年のところを２年）に延伸します。 

  ② 適正な施工を確保するため，主任監督員（工事を担当するグループリーダー以上の職にある職員）

による現場点検を行います。 
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８ 開札後の流れ                                    

 事後審査方式における標準的な開札後の流れは次のとおりです。 

 なお，総合評価で最も評価値の高い入札者の入札金額が調査基準価格以上のときは，低入札価格調査の

対象とはならないため，呉市総合評価審査委員会の審査を経て，入札参加資格要件の確認（事後審査）後，

落札決定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・低入札価格調査

※　事前審査方式の場合は，表中の「第一落札候補者」を「落札者」と読み替えるとともに，
　表中の事後審査は行いません。

開　　札

低入札価格調査
（数値的判断基準）

評価資料の評価

呉市総合評価審査委員会
（評価値の決定）

１
週
間
程
度

１
週
間
程
度

低入札価格調査
（基本的判断基準）

呉市公正入札調査委員会
（第一落札候補者決定）

入札参加資格要件確認
（事後審査）

落 札 決 定

１
週
間
程
度

◎ 入札価格が失格基準価格以上であることを確認します。

◎ 失格基準価格未満の入札を行った者は，評価を行わず

「失格」とします。

※ 失格基準価格については「５ 失格基準価格について」

のとおりです。

◎ 「６ 調査の方法」のとおり調査を実施します。

※ 追加資料の提出を求めた場合またはヒアリングを行う

場合は，調査期間がさらに１週間程度長くなります。

◎ 調査結果について審議を行います。

◎ 契約の内容に適合した履行が確保され，かつ，契約を締

結しても公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがない

と認められるときは，調査対象者を第一落札候補者としま

す。


